
〔重要事項説明書〕 

東通村介護老人保健施設「のはなしょうぶ」入所のご案内 
 

１． 施設の概要 

（１） 施設の名称等 

• 施設名 東通村介護老人保健施設「のはなしょうぶ」  

• 所在地 青森県下北郡東通村大字砂子又字里 17-2 

• 開設年月日 平成１５年４月１日 

• 開設者 東通村 

• 管理運営 公益社団法人地域医療振興協会 

• 管理者 川原田 恒 

• 電話番号 0175-28-5400 （FAX 0175-28-5401） 

 

（２） 介護老人保健施設の目的と運営方針 

介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と日常生活上のお世話などの

介護保険施設サービスを提供することで、入所者の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、一日でも早

く家庭での生活に戻る事ができるように支援することを目的とした施設です。さらに家庭復帰の場合には、療養環境

の整備などの退所時の支援も行いますので、安心して退所いただけます。 
 

当施設の運営理念（コンセプト）として以下の６つがあります。 
 

① 保健、医療、福祉の包括的サービスを提供する施設 

② リハビリテーション機能を特徴とする 

③ 在宅復帰を支援する 

④ 地域に根ざした施設 

⑤ 癒しの空間としての施設 

⑥ 健康増進の施設 

 

（３） 施設の職員体制及び定員 

別紙２ 介護老人保健施設「のはなしょうぶ」運営概要のとおりです。 

 

２． サービス内容 

① 施設サービス計画の立案（３ヶ月毎の定期的な見直し） 

② 食事 朝食  ７時３０分～ ８時３０分 

  昼食 １２時００分～１３時００分 

  夕食 １７時３０分～１８時３０分 

＊ 食事は原則として食堂（ホール）でおとりいただきます。 

＊ 食事は入所者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮して提供いたします。 

＊ 施設の管理栄養士により、入所者ごとに適切な栄養マネジメントを実施いたします。 

③ 口腔ケア 

食事後は入所者の状態に合わせた口腔ケアを行います。 

④ 入浴 

一般浴槽のほか入浴に介助を要する入所者には特別浴槽で対応します。入所者は、週に最低２回ご利用い

ただきます。ただし、身体の状況に応じて清拭となる場合があります。 

⑤ 医学的管理・看護 

入所者の病状または心身の状況により検査､投薬、処置を適切に行います。また、入所者の病状からみて必



要な医療を提供することが困難と認めたときは、協力病院へ紹介等行います。服薬管理は看護師が行います。 

⑥ 介護 自立支援を目的とした、日常生活上のお世話を行います。 

⑦ 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション） 

⑧ 相談援助サービス 

⑨ 行政手続き代行 

⑩ 退所時支援 

医師･看護師･介護支援専門員･支援相談員等と連携し支援します。 

⑪ その他 

これらのサービスのなかには、入所者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものもありますので、

具体的にはご相談ください。 

 

３． 利用負担額等について 

施設利用料・その他の料金及び支払方法については別紙１のとおりです。 

また、ご利用のお申し込みに当たり、介護保険者証を確認させて頂きます。 

 

４． 協力医療機関等 

当施設では､下記の医療機関･歯科医療機関に協力をいただいています。 

• 協力医療機関 

名 称 一部事務組合下北医療センター 東通村診療所 

住 所 青森県下北郡東通村大字砂子又字里 17-2 

• 協力医療機関 

名 称 一部事務組合下北医療センター むつ総合病院 

住 所 青森県むつ市小川町１丁目２番８号 

• 協力歯科医療機関 

名 称 公益社団法人地域医療振興協会 六ヶ所村地域家庭医療センター 

住 所 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附 986-4 

 

５． 緊急時や事故発生の対応 

サービスの提供中に事故（火災・食中毒・職員の手落ちによる転倒等）が発生した場合は、入所者に対し応急処

置、施設医師の医学的判断により医療機関（東通村診療所等）への搬送等の措置を講じ、速やかにご家族（書類等

送付先及び緊急時連絡先届出書）、居宅介護支援事業者や、状況に応じてお住まいの市町村に連絡を行います。 

また、事故の状況及び事故に際して行った処置について記録するとともに、その原因を解明し再発を防ぐための

対策を講じます。なお、当事業所の介護サービスにより、入所者に対して賠償すべき事故が発生した場合は速やか

に損害賠償いたします。当事業所は病院賠償責任保険に加入しています。 

 

〈非常災害対策〉 

 防災設備 スプリンクラー、消火器、消火栓、自動火災報知設備、非常誘導 他 

 防災訓練 年 2回実施 

 

６． 施設利用に当たっての留意事項 

① 外泊、外出 ··············· 事前に当施設に連絡し許可を得た後、必要書類に署名、押印をお願いします 

② 面会 ························ やむを得ない場合を除き、午前８時～午後８時 

③ 火気の取り扱い ········· 禁止 

④ 喫煙 ························ 全館禁煙となっております。ご協力願います 

⑤ 飲酒 ························ 主治医の許可以外は禁酒をお願いします 



⑥ 所持品、備品等の持込 

施設の許可を得るものとします（テレビ等） 

⑦ 所持金、貴重品の管理 

原則として入所者様の自己責任においての管理ですが、認知症等で管理が困難な場

合はお預かりいたします。 

また、自己管理の可能な入所者様において、常識を超える高額な金品の持ち込みは

お断りしております。 

万が一、自己管理の金品が紛失等した場合、施設では責任を負いかねますで、ご理

解の程宜しくお願い致します。 

⑧ 施設内での営利行為、宗教活動、政治活動は禁止します。 

⑨ 入所中に他医療機関の受診を希望する場合 

当施設医師への相談の後、ご家族での対応をお願いしています。 

⑩ 外出・外泊等での他医療機関の受診 

事前に当施設に申し出て下さい。緊急の場合は受診先に老人保健施設に入所中であ

る旨を伝えてください。 

 

７． キャンセル 

入所者がサービスの利用を中止する場合には、速やかに次の連絡先までご連絡ください。 

連絡先（電話） 0175-28-5400 

 

８． 要望及び苦情等の相談 

事務室に支援相談員がおりますので、なにかありましたら、お気軽にご相談ください。要望や苦情などは、支援

相談員にお寄せいただければ、速やかに対応いたします。 

支援相談員   大槻 理香 

連絡先（電話） 0175-28-5400 

 

苦情解決フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

当事業所以外に、お住まいの市町村及び青森県国民健康保険団体連合会の相談・苦情窓口等に苦情を伝える

事ができます。 

ア. 東通村健康福祉課 ０１７５－２８－５８００ 

イ. 青森県国民健康保険団体連合会(苦情処理委員会) ０１７－７２３－１３３６ 

 

９． 秘密の保持 

施設職員は、業務上知り得た入所者又は連帯保証人若しくはその家族等に関する秘密をいかなる場合も第三者に

漏らしません。但し、情報提供に関して施設は入所者及び連帯保証人から、予め別紙個人情報利用同意書の提出を

得た上で行うこととします。 

 

入所者 事業所職員 

苦情担当（支援相談員） 事業所での苦情処理検討を行う 

（職員、苦情対応委員会での検討） 

事業所職員 

入所者 

事業所での苦情処理検討を行う 

（職員、苦情対応委員会での検討） 

事業所内に苦情内容およびその解決方法を掲示 



11． ＩＣＴの活用 

（１）利用者やその家族との連絡のため、Ｅメールやショートメール等を活用します。 

（２）医療・介護用ＳＮＳ等のＩＣＴを活用し、医療機関や介護施設等の関係機関との連携を密に行います。 

（３）入所者に対する介護・医療サービスの提供及び関係機関との連携を目的として、必要な範囲で利用者の個人情

報を用いて電磁的に共有することがあります。なお、個人情報の取り扱いについては、介護保険法及び関係法

令を遵守し、当施設の個人情報保護方針に基づき、適切に管理します。 

 

11． 感染症が発生した場合の対応について 

    ・下北保健所管内において感染症の注意報または警報が出された場合、面会を制限させていただきます。 

    ・施設内で感染症が発生した場合、感染の予防のため、入所者に予防投与をさせていただくことがあります。 

    ・入所者に感染症の疑いが生じた場合、感染症の検査を実施させていただくことがあります。 

・入所者が感染した場合、他入所者への感染を防ぐため、医師の判断により隔離させていただきます。また、状

態によっては医師の判断により、医療機関への入院となることがあります。 

    ・その他、施設は入所者の感染予防対策を講じるために、ご家族にご不便やご迷惑をおかけすることがあると思い

ますが、ご理解とご協力を賜りますよう、宜しくお願い致します。 

 

12.  災害への対応について 

    災害等の非常時に備え、施設としてマニュアルを整備し対応するとともに、役場や関係機関、地域との連携をはか

ります。 

 

13.  身体拘束その他の行動制限 

（１） 当施設は、原則として入所者に対し身体拘束を廃止します。但し、当該入所者または他の入所者等の生命また

は身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、当施設の医師がその様態及び時間、その際の

入所者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載します。 

（２） 当施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、以下に掲げる事項を実施します。 

ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるも

のとする。）を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を

図ります。 

イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備します。 

ウ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。 

 

14.  虐待の防止等 

（１）当施設は、入所者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に掲げる事項を実施します。 

ア 虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが出来るものとする。）を

定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。 

イ 虐待防止のための指針を整備します。 

ウ 虐待を防止するための定期的な研修を実施します。 

エ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。 

 

15.  褥瘡対策等 

当施設は、入所者に対し良質なサービスを提供する取組のひとつとして、褥瘡が発生しないような適切な介護に

努めるとともに、褥瘡対策指針を定め、その発生を防止するための体制を整備します。



重要事項説明書〈別紙１〉 

東通村介護老人保健施設「のはなしょうぶ」利用料金 

 

１． 利用者負担額 

介護老人保健施設をご利用される入所者のご負担は、介護保険の給付にかかる通常１割の自己負担や居住費、食費と

保険給付対象外の費用（日常生活で通常必要となるものに係る費用や、クラブ等で使用する材料費、診断書等の文書作

成費等）を利用料としてお支払いいただく２種類があります。 

 

（１） 保険給付の自己負担額 

1） 施設サービス費 

介護保険制度では､要介護認定による要介護の程度と個室、多床室によって利用料が異なります。また、

施設の運営状況により、利用料金が異なります。以下は１日あたりの自己負担分です。 

   ① 超強化型（在宅復帰・在宅療養支援等指標が 7０以上）の体制の場合 

個室 多床室 

要介護１     839円           

要介護２     914円  

要介護３     979円  

要介護４     1,036円 

要介護５      1,091円  

要介護１     922円  

要介護２    998円  

要介護３    1,065円  

要介護４    1,123円  

要介護５    1,176円  

② 在宅強化型（在宅復帰・在宅療養支援等指標が６０以上）の体制の場合 

個室 多床室 

要介護１     788円           

要介護２     863円 

要介護３     928円 

要介護４     985円 

要介護５      1,040円 

要介護１         871円  

要介護２    947円  

要介護３     1,014円  

要介護４    1,072円  

要介護５    1,125円  

③ 加算型（在宅復帰・在宅療養支援等指標が４０以上）の体制の場合 

個室 多床室 

要介護１     768円           

要介護２     814円 

要介護３     879円 

要介護４     934円 

要介護５     983円 

要介護１     844円  

要介護２     894円  

要介護３     959円  

要介護４     1,012円  

要介護５    1,063円  

(ア) 介護保険における施設サービス費及び加算の料金は、基本的に 1割負担となりますが、所得に応じて 2

割または 3割負担となることがあります。 

(イ) 施設運営状況により、体制の変更に伴い、超強化型（①）、在宅強化型（②）、または加算型（③）のい

ずれかの施設サービス費となります。料金の変更となった場合は、その旨お知らせいたします。 

(ウ) ①超強化型には下記 2）②の加算、③加算型の料金には下記 2）①の加算が含まれます。 

(エ) 外泊された場合は、上記施設サービス費に代えて、１日 362 円を算定します。外泊初日と最終日以外

で連続した６日を限度とします。さらに、外泊時に在宅でのサービスを利用される場合は、800円を算

定いたします。 

 



   2） 在宅復帰・在宅療養支援機能加算 

① 在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ ······································  １日 ５１円 

② 在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ ······································  １日 ５１円 

3） 夜勤職員配置加算 ··········································································  １日 ２４円 

4） サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ·····················································  １日 ２２円 

5） 療養食加算 ···················································································  １食  ６円 

糖尿病食、腎臓病食などを提供した場合。 

6） 短期集中リハビリテーション実施加算 

・短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） ····························  １日 ２５８円 

・短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） ····························  １日 ２００円 

入所日から３ヶ月以内に集中的なリハビリを実施した場合。 

所定日から３ヶ月以内に算定する。１週間に３回を限度とする。 

8） 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 ·······································  １回 ２４０円 

認知症があり個別または集団でリハビリテーションを 1か月に 4回以上実施した場合。 

   9） リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅰ） ······························ １月 ５３円 

・リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅱ）の要件に加え、口腔衛生管理加算（Ⅱ）及び栄養マ

ネジメント強化加算を算定していること。 

10） リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅱ） ····························· １月 ３３円 

・医師、理学療法士、作業療法士等が共同しリハビリテーション実施計画を入所者またはその家族に説明し継

続的に管理していること。 

・入所者ごとにリハビリテーション実施計画等の内容を厚生労働省に提出し適切かつ有効な実施に活用すること。 

11） 口腔衛生管理加算 

歯科医師等の技術的助言及び指導に基づき、口腔衛生等の管理を行った場合。 

 ・口腔衛生管理加算（Ⅰ） ··························································· １月  ９０円 

 ・口腔衛生管理加算（Ⅱ） ··························································· １月 １１０円 

12） 若年性認知症利用者受入加算 ······························································ １日 １２０円 

   若年性認知症利用者に介護保健施設サービスを行なった場合。 

13） 栄養マネジメント強化加算 ····································································· １日 １１円 

医師、管理栄養士、看護師等の多職種共同で作成した栄養ケア計画に従い、食事観察を週３回以上行い、

栄養状態や食事の調整を行った場合。 

14） 所定疾患施設療養  

 ・所定疾患施設療養費Ⅰ ··························································  １日 ２３９円 

 ・所定疾患施設療養費Ⅱ ··························································  １日 ４８０円 

肺炎・尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪について、投薬、検査、注射、処置等を行な

った場合。加算Ⅰは１に連続する 7日間を限度、加算Ⅱは１月に連続する１０日を限度とする。 

ただし、肺炎または尿路感染症については検査を実施した場合。 

15） 経口移行加算 ················································································  １日  ２８円 

食事が経管から、医師の指示で経口に移行した場合。 

16) 経口維持加算 

経口による食事を維持するための特別な管理を行った場合。 

・経口維持加算Ⅰ（著しい摂食機能障害を有する方） ······················· １月 ４００円 

・経口維持加算Ⅱ（摂食機能障害を有する方） ································ １月 １００円 

17） 初期加算（Ⅰ） ················································································· １日   ６０円 

急性期医療機関から一般病棟へ入院後 30 日以内に退院し、介護老人保健施設に入所した場合。 



 

18） 初期加算（Ⅱ） ·············································································  １日   ３０円 

入所後３０日間に限り、初期加算を算定。ただし、（Ⅰ）に該当する場合算定しない。 

19） 緊急時施設療養費 

緊急時治療管理  ·········································································  １日 ５１８円 

入所者の容体が急変した場合等、緊急時に所定の対応を行った場合。１月に１回、連続３日を限度とする。 

20） かかりつけ医連携薬剤調整加算 

① かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ ··············································· １回 １４０円 

    ・施設の医師が関連ガイドラインを踏まえ、高齢者の薬物療法に関する研修を受けていること。 

    ・入所後一カ月以内にかかりつけ医に状況に応じて処方内容を変更する可能性があることを説明し、合意

を得ていること。 

    ・入所中に評価を行い、入所時と退所時に処方内容の変更がある場合、退所時または退所後一カ月以内に

かかりつけ医に情報提供を行い、記録に残すこと。 

② かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）ロ ··············································· １回  ７０円 

③ かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ） ·················································· １回 ２４０円 

    ・（Ⅰ）を算定していること 

    ・入所者の服薬情報等を厚生労働省に提出し処方に当たって情報を活用すること。 

④ かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ） ·················································· １回 １００円 

    ・（Ⅰ）と（Ⅱ）を算定していること。 

    ・6 種類以上の内服が処方されており、施設医師とかかりつけ医が共同して内服薬の 1 種類以上減少させ

ること。 

    ・退所時に入所時にくらべ内服薬が 1種類以上減少していること。 

21） 協力医療機関連携加算（Ⅰ） ······························································  １月 １００円 

医療機関（在宅医療）との定期的な会議を行い、かつ急変や入院治療に対応できる環境を整備した場合。 

22） 協力医療機関連携加算（Ⅱ） ······························································  １月   ５円 

協力医療機関関連加算（Ⅰ）の対象以外の医療機関と連携している場合。 

23） ターミナルケア加算 

① 死亡日の４５日前～３１日前まで ············································ １日  ７２円 

② 死亡日以前４日～３０日まで ·················································· １日 １６０円 

③ 死亡日前日及び前々日まで ····················································· １日 ９１０円 

④ 死亡日 ··················································································· １，９００円 

・人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドラインに沿った取り組みをおこな

うこと。 

・施設サービス計画の作成にあたり本人の意思を尊重した医療ケアの方針決定に対する支援に努める。 

24）認知症行動・心理症状緊急対応加算 ····················································  １日 ２００円 

医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅生活が困難であり、緊急に介護保健施設サービ

スが必要であると判断しサービスを行なった場合。入所した日から 7日を限度。 

25）認知症専門ケア加算 

① 認知症専門ケア加算Ⅰ ······································································· １日 ３円 

専門的な研修を終了している職員を配置しチームとして専門的なケアを実施した場合。 

② 認知症専門ケア加算Ⅱ ······································································· １日 ４円 

上記に加え施設全体の認知症ケアの指導等を実施しており、また職員に対する認知症ケアの研修計

画を作成し、当該計画に従い実施等した場合。 

 



   26）褥瘡マネジメント加算 

① 褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） ······························································  １月 ３円 

・入所者ごとに褥瘡の発生リスクについて施設入所時に評価するとともに少なくとも三カ月に一回評価を行

い厚生労働省へ提出し当該情報を活用する。 

  ・評価の結果に基づき、医師、看護師等で褥瘡ケア計画を作成すること。 

  ・入所者ごとに褥瘡管理を実施し、記録すること。 

 ・評価に基づき少なくとも三カ月に一回褥瘡ケア計画を見直すこと。 

② 褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） ······························································ １月 １３円 

 ・算定要件（Ⅰ）を満たした施設において、入所時等の評価の結果、褥瘡発生リスクの高い利用者につい

て褥瘡の発生がないこと。 

27) 排せつ支援加算  

① 排せつ支援加算（Ⅰ）  ···································································· １月 １０円 

・排泄の介助を要する入所者等ごとに要介護状態の軽減について施設入所時に評価するとともに少なくとも

六カ月に一回評価を行い厚生労働省へ提出し排せつ支援にあたって当該情報を活用する。 

・評価の結果に基づき、医師、看護師等で排せつの支援計画を作成すること。 

・入所者ごとに排せつ管理を実施し、記録すること。 

・評価に基づき少なくとも三カ月に一回排せつケア計画を見直すこと。 

② 排せつ支援加算（Ⅱ）  ···································································· １月 １５円 

・算定要件（Ⅰ）を満たした施設において、入所時等と比較して排尿、排便の状態の少なくとも一方が改善

するとともにいずれも悪化しないこと。 

・又はおむつ使用ありから使用なしに改善していること。 

・又は利用開始時に尿道カテーテルを留置してある場合、抜去の状態となったこと。 

③ 排せつ支援加算（Ⅲ） ······································································· １月 ２０円 

・算定要件（Ⅰ）を満たした施設において、入所時等と比較して排尿、排便の状態の少なくとも一方が改善

するとともにいずれも悪化しないこと。 

・又は利用開始時に尿道カテーテルを留置してある場合、抜去の状態となったこと。 

  ・かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善していること。 

28) 入所前後訪問指導加算 

入所予定日前 30 日以内又は入所後 7 日以内に当該入所者等が退所後生活する居宅を訪問し施設サービス計

画を策定した場合。 

① 入所前後訪問指導加算Ⅰ ······························································ １回 ４５０円 

退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合 

② 入所前後訪問指導加算Ⅱ ······························································ １回 ４８０円 

退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定にあたり、生活機能の具体的な改善目標

を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を策定した場合 

29）退所時等支援等加算 

① 試行的退所時指導加算 ·································································· １回 ４００円 

退所時に在宅生活における日常生活動作等の指導を行なった場合 

② 退所時情報提供加算（Ⅰ） ···························································· １回 ５００円 

在宅に退所し、診療情報、心身の状況、生活歴等情報を退所後の主治医に提供した場合。 

③ 退所時情報提供加算（Ⅱ） ···························································· １回 ２５０円 

医療機関へ退所し、主治医に対して心身の状況、生活歴等情報を提供した場合。  

④ 訪問看護指示加算 ········································································ １回 ３００円 

退所後訪問看護が必要と認められ、訪問看護事業所に対し指示書を交付した場合 



   30）退所時栄養情報連携加算 ······································································· １回  ７０円 

管理栄養士が医療機関等へ厚生労働大臣が定める特別食の栄養管理情報を提供した場合 

   31）入退所前連携加算 

      ① 入退所前連携加算（Ⅰ） ···························································  １回 ６００円 

        ・入所予定日前３０日以内又は入所後３０日以内入所者が退所後利用する居宅介護支援事業者と連携して

入所者の同意を得て居宅サービスの利用方針を定めること。 

        ・入所期間が１カ月を超え入所者が退所し居宅サービスを利用する場合入所者の同意を得て利用する居宅

介護支援事業者へ診療状況を示す文書を添えて情報提供し、当該居宅介護支援事業者と連携して退所後の

サービスについて調整すること。 

      ② 入退所前連携加算（Ⅱ）  ························································  １回 ４００円 

        ・入所期間が１カ月を超え入所者が退所し居宅サービスを利用する場合入所者の同意を得て利用する居宅

介護支援事業者へ診療状況を示す文書を添えて情報提供し、当該居宅介護支援事業者と連携して退所後の

サービスについて調整すること。 

   32）自立支援促進加算 ················································································ １月 ３００円 

      ・医師が入所者ごとに自立支援のために必要な医学的評価を入所時に行い少なくとも六カ月に一回評価の見直

しを行い、自立支援に関わる自立支援計画策定に参加していること。 

      ・医学的評価に基づき、医師、看護師等の多職種共同で利用者ごとに自立支援計画を策定しケアを実施してい

ること。 

      ・医学的評価に基づき、少なくとも三カ月に一回入所者ごとに支援計画を 見直すこと。 

      ・医学的評価結果を厚生労働省へ提出し、自立支援促進に活用すること。 

   33）安全対策体制加算  ············································································· １回  ２０円 

      外部の研修を受けた担当者が配置され、安全対策部門を設置し、安全対策を実施する体制が整備されていること。 

   34）科学的介護推進体制加算 

      ① 科学的介護推進体制加算（Ⅰ） ····················································· １月  ４０円 

        入所者ごとにＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身に関わる基本的な情報

を厚生労働省に提出すること。 

      ② 科学的介護推進体制加算（Ⅱ） ··················································  １月  ６０円 

       （Ⅰ）の要件に加え疾病の状況や服薬情報等を厚生労働省へ提出していること。 

35）再入所時栄養連携加算 ·········································································· １回 ２００円 

医療機関からの再入所で特別食を必要とした場合、双方の管理栄養士により情報の連携を行った場合。 

36）生産性向上推進体制加算（Ⅰ） ······························································ １月 １００円 

介護ロボットや ICT などの見守り機器などを複数活用し、生産性向上ガイドラインに基づ

いた 1年ごとの業務改善の取組による効果を示すデータを提供した場合。 

37）生産性向上推進体制加算（Ⅱ） ······························································ １月  １０円 

     上記のうち、介護ロボットや ICTなどの見守り機器などを１台以上活用した場合。 

38）高齢者施設等感染対策向上加算 

①高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） ··············································· １月  １０円 

②高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） ··············································· １月  ５０円 

40）介護職員等処遇改善加算 

①介護職員処遇改善加算Ⅰ ··································· 所定単位数×７．５%の１割（１月） 

※介護保険制度の改正に伴い①介護職員処遇改善加算Ⅰについては令和８年６月以降廃止になります。 

②介護職員等処遇改善加算Ⅰイ ····························· 所定単位数×９．０％の１割（１月） 

③介護職員等処遇改善加算Ⅰロ ····························· 所定単位数×９．７％の１割（１月） 

④介護職員等処遇改善加算Ⅱイ ····························· 所定単位数×８．６％の１割（１月） 



⑤介護職員等処遇改善加算Ⅱロ ····························· 所定単位数×９．３％の１割（１月） 

⑥介護職員等処遇改善加算Ⅲ ································ 所定単位数×６．９％の１割（１月） 

⑦介護職員等処遇改善加算Ⅳ ································ 所定単位数×５．９％の１割（１月） 

※②から⑦までは、介護職員等の賃金改善等を実施している介護老人保健施設が、入所者に対して介護保険施

設サービスを行った場合に算定します。 

※③及び⑤は、それぞれ②及び④の要件に加え、生産性向上や協働化に係る所定の要件を満たした場合に算定

します。 

 

（２） その他利用料 

① 多床室（２人部屋・４人部屋） １日 

特定入所者 第 4段階 第 3段階② 第 3段階① 第 2段階 第 1段階 

負担額 ４３７円 ４３０円 ４３０円 ４３０円 ０円  

・外泊時にも室料をいただきます。 

② 個室（１人部屋） １日 

特定入所者 第 4段階 第 3段階② 第 3段階① 第 2段階 第 1段階 

負担額（R8.7.31まで） １，７２８円 １，３７０円 １，３７０円 ５５０円 ５５０円 

負担額（R8.8.1から） １，７２８円 １，４７０円 １，３７０円 ５５０円 ５５０円 

・１人部屋のご利用を希望される場合、4人部屋での対応が困難で個室での対応になった場合に室料をいただきます。

なお、外泊時にも室料をいただきます。 

③ 食費  １日 

特定入所者 第４段階 第３段階② 第３段階① 第２段階 第１段階 

負担額（R8.7.31まで） １，７３０円 １，３６０円 ６５０円 ３９０円 ３００円 

負担額（R8.8.1から） １，７３０円 １，４２０円 ６８０円 ３９０円 ３００円 

オ）特別な食事（高カロリーゼリー等）の提供は、別途料金を頂きます。 

④ 電気代 ·····································································································  各５５０円／日 

居室の冷蔵庫、持ち込みのテレビや携帯、電気毛布を使用した場合 

⑤ 理美容代 

理容（顔剃り含む） ··································································· ３，０００円 

美容 ························································································ ２，０００円 

⑥ 他医療機関や他施設への情報料、文書料 

⑦ 洗濯代 

肌着・タオル類以外の私物の洗濯については、家族等でお願い致します。 

やむを得ない場合は、洗濯オプション（ＣＳセット内サービス）を申込することにより洗濯が可能です。

申込及び支払い等は日常生活費に関する取り扱いと同様となります。 
 

（３） 日常生活費の請求・支払 

・ 日常生活費（ＣＳセットサービス；日用品・タオル・衣類等のレンタルサービス）は、委託事業者の定める

各プランのいずれかを選択し、入所者等は委託事業者に直接支払うものとします。 

・ 料金は各プランに該当する料金を適用します。プラン内容や料金は委託事業者による改定などにより変更さ

れることがあります。 

・ 請求およびその支払に関しては、委託事業者所定の手続に従うものとします。 

・ 施設は本費用の収納事務を行わず、日常生活費に係る債権債務については委託事業者と入所者等間で完結す

るものとします。 

 



（４） 行事費 

小旅行や観劇等の費用で参加された場合にお支払いいただきます。 

 

（５） その他 

・ ワクチン接種やウィルス検査等の医療検査は個人負担を伴う場合がありますが、その場合は事前にご説明を

致します。 

・ 依頼により購入した日常生活品は別途料金を頂きます。 

 

（６） 支払方法 

・ 施設は当月料金の合計額を請求書に明細を付して、翌月 20 日までに、入所者等に送付します。入所者等は、

請求のあったその月の末日までにお支払ください。 

・ お支払方法は､当施設窓口にて現金清算､銀行等振り込みまたは口座自動引き落としでお願します。 



重要事項説明書＜別紙２＞ 

介護老人保健施設「のはなしょうぶ」運営概要 

 

１．事業の概要 

事 業 所 名 東通村介護老人保健施設 のはなしょうぶ 

所 在 地 青森県下北郡東通村大字砂子又字里１７－２ 

提供可能サービス 

及   び 

介護保険事業者番号 

① 介護老人保健施設サービス          （定員４９名） 

② 通所（介護予防）リハビリテーション     （定員２５名） 

③ 短期入所（介護予防短期入所）療養介護    （定員 ５名） 

④ 訪問（介護予防訪問）リハビリテーション 

 サービスの種類 氏  名 連 絡 先 

管 理 者 

及  び 

連 絡 者 

① 介護老人保健施設サービス 

② 通所リハビリテーション（予防） 

③ 短期入所療養介護（予防） 

④ 訪問リハビリテーション（予防） 

川原田 恒 

青森県下北郡東通村 

大字砂子又字里１７－２ 

TEL 0175-28-5400 

サービス提供地域 通所リハビリテーション（予防） 

訪問リハビリテーション（予防） 
東通村 

 

2 ①事業所の職員体制（入所、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護） 

 

職 種 資格 職員数 兼務の別 業務内容 

管理者 医師 １名 医師 施設運営全般の管理 

医師 医師 １名 管理者 医学的な管理 

薬剤師 薬剤師 １名  調剤、薬剤の管理 

看護師 
看護師 

５名以上 
 

看護、介護全般 
准看護師  

介護員 
介護福祉士 

13名以上 
 食事、入浴、排泄など生活全般の介

護、援助 介護員  

理学療法士 理学療法士 １名以上 
通所リハビリ 

訪問リハビリ 
リハビリテーション 

作業療法士 作業療法士 １名以上 
通所リハビリ 

訪問リハビリ 
リハビリテーション 

管理栄養士 

栄養士 

管理栄養士 

栄養士 
１名以上 通所リハビリ 

食事の栄養管理 

献立管理 

介護支援専門員 介護支援専門員 １名以上 支援相談員 ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ業務 

支援相談員 社会福祉士 １名以上 介護支援専門員 相談援助（入退所相談）、利用調整 

事務員  １名以上  事務業務 

 



②事業所の職員体制（通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション） 

 

職 種 資格 職員数 兼務の別 業務内容 

管理者 医師 １名 医師 施設運営全般の管理 

医師 医師 １名 管理者 医学的な管理 

介護員 介護福祉士 ２名以上  
日常生活全般の介助、 

リハビリ補助 

理学療法士 理学療法士 １名以上 
入所 

訪問リハビリ 
リハビリテーション 

作業療法士 作業療法士 １名以上 
入所 

訪問リハビリ 
リハビリテーション 

管理栄養士 

栄養士 

管理栄養士 

栄養士 
１名以上 通所リハビリ 

食事の栄養管理 

献立管理 

 

③事業所の職員体制（訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション） 

 

職 種 資格 職員数 兼務の別 業務内容 

管理者 医師 １名 医師 施設運営全般の管理 

理学療法士 理学療法士 １名以上 
入所 

通所リハビリ 
リハビリテーション 

作業療法士 作業療法士 １名以上 
入所 

通所リハビリ 
リハビリテーション 

 

※ 施設の都合により、職種や職員数などについて変更となる場合がございますが、指定基準を遵守しておりますので、

ご了承お願い致します。 

 



個人情報の取り扱いについて 

 

 入所者様（及び家族）の個人情報の利用については、介護老人保健施設利用契約書第 8条に基づき、下記により必要最小

限の範囲内で使用することとします。 

 

記 

 

１ 使用目的 

（１）  介護サービスの提供を受けるにあたって、介護支援専門員等との間で開催されるサービス担当者会議にお

いて、入所者の状態、家族の状況を把握するために必要な場合。 

（２）  上記（１）の他、介護支援専門員又は介護保険事業者及び施設との連絡調整のために必要な場合や、適切

な在宅療養のための医療機関等への療養情報の提供。 

（３）  現に介護サービスの提供を受けている場合、体調等を崩し又はケガ等で医療機関を受診するにあたっての

相手方への情報提供、説明。 

（４） 事故が発生した場合の関係行政機関等への報告、又は法令に基づき行政機関等からの照会に対応するために

必要な範囲での利用。 

（５）  介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表等。 

（６）  当施設において行なわれる、学生の実習協力等。 

（７）  介護サービスの提供及び前各号に定める連絡調整・情報共有を円滑に行うため、必要な範囲で電子メール、

ショートメール、医療・介護用ＳＮＳその他のＩＣＴを用いて個人情報を取り扱う場合。 

 

２ 個人情報を提供する事業所等 

（１） 介護保険事業者及び施設 

（２） 医療機関等 

（３） 関係行政機関等（事故報告、虐待防止等に係る報告その他法令に基づく照会への対応が必要な場合） 

 

３ 使用する期間 

     サービス調整から提供を受けている期間、及び退所後も同様の取り扱いとします。 

 

４ 使用する条件 

（１）  個人情報の利用については、必要最小限の範囲で使用するものとし、個人情報の提供に当たっては関係者以

外の人に洩れることのないよう細心の注意を払います。 

（２）  事例研究発表等では、入所者個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守します。 

 

５ その他 

広報活動の一環として行事内容等を紹介しており、広報誌の写真掲載や施設内での写真掲示をする場合がござい

ます。望まない場合は申し出下さい。（意思表示が行なわれない場合は同意が得られたものとさせていただきます。） 



見守り機器の使用について 
 

 

利用者様（及び家族）の安全確保および生活の質の向上を図るため、当施設では、短期入所（介護予防短期入所）

療養介護利用契約重要事項説明書（別紙 1）に基づき、下記のとおり見守り機器を使用することとします。 

 

１． 使用目的 

 

（１） 入所者様の安全確保および生活の質の向上を図るため、見守り機器を使用し、入所者様の状態変化を

適切に把握し、迅速かつ的確な支援につなげることを目的とします。 

 

２． 見守り機器の運用について 

 

（１） 転倒・転落のリスクが高いと判断される入所者様については、より詳細な見守りを行うため、カメラ

機能を付加したグレード（以下「カメラグレード」という。）を使用する場合があります。この場合に

は、個別にご説明のうえ運用するものとします。 

（２） カメラグレードの使用にあたっては、プライバシー保護に最大限配慮し、必要最小限の範囲で運用し

ます。映像は原則として記録を行わず、リアルタイム確認のみに用いるものとします。ただし記録が

必要と認められる場合には、保存期間を最長 30日とし、目的達成後速やかに削除します。 

 

３． 得られた情報の活用方法 

 

（１） 見守り機器から得られた情報は、入所者様の安全確保および状態把握に役立てるとともに、より適切

な介護サービスを提供するための検討・実施に活用します。 

（２） 当施設は、見守り機器により取得した情報を、個人情報保護法その他関係法令並びに短期入所（介護

予防短期入所）療養介護利用契約第 8 条の趣旨に従い適切に管理し、前号の目的以外には使用しませ

ん。 

（３） 第三者への情報提供は原則として行わず、法令に基づき提供が求められる場合に限り対応します。 

 

４． 生産性推進体制加算の算定について 

 

（１） 当施設では、ICTを活用した見守り体制の強化、業務の効率化、職員研修の実施その他介護サービスの

質の向上に資する取組を行っており、これらの取組は厚生労働省が定める「生産性推進体制加算Ⅰ」

の算定要件に該当します。 

（２） 当該加算の算定単位数及び利用者負担額その他の詳細は、重要事項説明書（別紙 2）に記載します。 

（３） 利用者様が本契約により当施設のサービス利用に同意された場合には、前二号の取組および同加算の

算定に同意したものとみなします。 

 

５． 同意の扱い 

 

（１） 本契約の締結をもって、利用者様（及び家族）は、上記１～４の内容を理解のうえ、見守り機器の使

用および必要に応じたカメラグレードの使用に同意したものとします。 



科学的介護情報システム（LIFE）へのデータ提出について 
 

 

当施設では、短期入所（介護予防短期入所）療養介護利用契約重要事項説明書（別紙 2）に基づき、介護サービス

の質の向上を図るため、科学的介護情報システム（LIFE）へのデータ提出を行います。利用者様（及び家族）の同意

は、下記の内容に基づき、本契約の締結をもって得られたものとします。 

 

１． データ提出の目的 

 

（１） 当施設は、介護サービスの質をより高めることを目的として、厚生労働省が運営する科学的介護情報

システム（LIFE）に、利用者様の介護に関する情報を個人が特定できない形式で提出します。 

（２） LIFE においては、全国の介護事業所から集められたデータを分析することにより、科学的根拠に基づ

く介護の改善が図られます。 

 

２． 提出する情報の内容 

 

提出する情報には、次のような項目が含まれます。 

（１） 日常生活動作（ADL）に関する情報 

（２） 栄養状態、口腔・嚥下機能、認知症の状態に関する情報 

（３） リハビリテーションの実施状況、介護サービス（排泄、褥瘡等の評価）の実施状況 その他 LIFEに定

める項目 

 

３． 提出後の活用方法 

 

（１） 提出した情報については、LIFEから分析結果として当施設にフィードバックされます。 

（２） 当施設は、前号のフィードバック結果を活用し、介護サービスの内容を検討するとともに、利用者様

により適したケアの提供に反映します。 

 

４． 個人情報の取り扱いと法令遵守 

 

（１） LIFE に提出する情報は、個人情報保護法および関連法令並びに短期入所（介護予防短期入所）療養介

護利用契約第 8条の趣旨に従い適切に管理し、目的外の利用は行いません。 

（２） 提出する情報は、個人が特定できない形式で扱うものとし、第三者への提供は原則として行いません

（法令に基づき提供を求められる場合を除きます）。 

（３） 当施設における保存期間は最長５年間とし、目的達成後は速やかに削除します。 

 

５． LIFE関連加算について 

 

（１） 本条による取組は、厚生労働省が定める LIFE関連加算の算定要件に該当します。 

（２） 当施設では、科学的介護推進体制加算Ⅱその他関連加算を算定する場合があり、その算定単位数及び

利用者負担額その他の詳細は重要事項説明書（別紙 2）に記載します。 

（３） 利用者様が本契約により当施設のサービス利用に同意された場合には、前二号の取組および加算算定

に同意したものとみなします。 

 

６． 同意の扱い 

 

本契約の締結をもって、利用者様（及び家族）は、上記１～５の内容を理解のうえ、科学的介護情報システ

ム（LIFE）へのデータ提出に同意したものとします。 



入所利用契約書 

 

東通村介護老人保健施設「のはなしょうぶ」の入所サービスを受けるにあたり、個人情報の使用の同意を得た上で、サー

ビス提供対価として施設が定める料金の支払について、下記のとおり契約を締結します。 

下記の契約を証するため、本書 2通を作成し、入所者、連帯保証人、事業者が署名押印のうえ、入所者と事業者が 1通ず

つ保有するものとします。 

 

 

令和    年   月    日 

 

＜事業者＞ 

 

事業者   東通村介護老人保健施設 

「のはなしょうぶ」 

代表者   施設長  川原田 恒    印 

 

説明者   職名   支援相談員 

氏名 

 

＜入所者＞ 

住 所 〒 

 

 

氏 名                  

 

（連帯保証人）         極度額 780,000円 

住 所 〒 

 

電話番号     －    － 

 

氏 名                  

 

（連帯保証人・同居以外の方）  極度額 780,000円 

住 所 〒 

 

電話番号     －    － 

 

氏 名                  


